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 奈良県営住宅（紀寺・六条・売間・北和・姫寺・平城・六条山・東高田・小

泉・稗田・天理・天理南・橿原・橿原ニュータウン・坊城・阿部・纒向・桜井

・山崎）及びそれらの共同施設並びに県営住宅駐車場（西小泉・南和・秋津・

吉野）の指定管理に関する基本協定書 

 

奈良県（以下「甲」という。）と奈良県営住宅の指定管理者である○○（以下「乙」と

いう。）とは、次のとおり、奈良県営住宅（紀寺・六条・売間・北和・姫寺・平城・六条

山・東高田・小泉・稗田・天理・天理南・橿原・橿原ニュータウン・坊城・阿部・纒向・

桜井・山崎）及びそれらの共同施設及び県営住宅駐車場（西小泉・南和・秋津・吉野）（以

下「奈良県営住宅等」という）の指定管理に関する基本協定書（以下「本協定」という。）

を締結する。 

 

第１章 総 則 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、奈良県営住宅等を適正かつ円滑に管理するた

めに必要な基本事項を定めることを目的とする。 

 

（信義誠実の原則） 

第２条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履

行しなければならない。 

 

（指定期間） 

第３条 指定期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。 

 

第２章 業務の範囲と実施条件 

 

（管理対象施設等） 

第４条 乙が行う奈良県営住宅等の管理業務（以下「本業務」という。）の対象となる施

設は、別添の奈良県営住宅業務仕様書（以下「業務仕様書」という。）のとおりとする。 

２ 乙は、前項の施設を本業務のために無償で使用できるものとする。 

３ 乙は、善良なる管理者の注意をもって施設を管理し、常に良好な状態に保たなければ

ならない。 

 

（備品の所有権等） 

第５条 本業務の実施に伴い乙が購入した備品の所有権は、すべて甲に帰するものとす

る。 

２ 前項の備品を購入した場合、乙は、第 27 条の規定による定期業務報告書にあわせ、

甲に報告するものとする。 
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３ 乙は、善良な管理者の注意を怠り、管理物品をき損又は滅失したときは、それによっ

て生じた損害・損失や増加費用を甲に賠償又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び

価値を有する物品を購入若しくは調達しなければならない。指定期間の終了後、又は指

定の取消し後も同様とする。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、そ

の全部または一部を免除することができるものとする。 

４ 前項にかかわらず、経年劣化等による備品の更新などの場合は、甲乙協議により対応

を決定する。 

 

（本業務の範囲及び実施条件） 

第６条 乙が実施する本業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）入居者の公募並びに入居及び退去の手続に関する業務 

（２）入居者への指導及び連絡に関する業務 

（３）家賃、駐車場使用料及び水道使用料等の収納に関する業務 

（４）駐車場の管理に関する業務 

（５）県営住宅及び共同施設（駐車場等）の保守管理及び維持修繕に関する業務 

（６）県発注工事の住民調整に関する業務 

（７）前各号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目及び乙が業務を実施するにあたって満たさなければな

らない条件は、本協定に定めるほか業務仕様書に定めるとおりとする。 

 

（甲と乙の業務分担） 

第７条 甲と乙との業務分担は、下記に区分するとおりとする。 

業務項目 甲 乙 

住戸の管理業務（入居者管理、家賃収納、水道使用料の収

納（一部団地）各種申請等の指導、受付及び相談・苦情対

応等） 

 

 

 

○ 

駐車場の管理業務（利用者管理、使用料収納、不正駐車車

両の撤去指導及び撤去補助、各種申請等の指導、受付及び

相談・苦情対応等） 

 

 

 

 

○ 

 

県営住宅の法的管理（入居者の決定、駐車場使用許可並び

に家賃・駐車場使用料の決定、各種申請の決定及びその他

の許認可等） 

 

○ 

 

 

 

 

施設の保守管理（法定点検を含む）  ○ 

施設の修繕（退去住宅修繕、その他修繕）  ○ 

施設の長寿命化改修（外壁修繕工事、屋上防水工事、エレ

ベーター更新工事等） 

○ 

（工事） 

○ 

（住民調整） 

住棟縮減に関する移転先住戸の修繕・住民調整  ○ 

残置物の処分に関する承諾書の徴取、残置物の処分  ○ 

災害時対応（被害調査・報告、応急措置等） 指示等 ○ 

施設の火災保険の加入 ○  

指定管理者管理状況調査（入居者満足度調査）の実施  ○ 
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モニタリングの実施  ○ 

 

第３章 本業務の実施にあたっての留意事項 

 

（法令遵守等） 

第８条 乙は、第 54 条に規定する年度協定、業務仕様書及び事業計画書（指定管理者の

応募にあたり、乙が指定管理者指定申請書に添えて提出した事業計画書をいう。）に従

うほか、関係法令等を遵守して本業務を実施するものとする。 

 

（奈良県公契約条例の遵守） 

第９条 乙は、奈良県公契約条例（平成２６年７月奈良県条例第１１号）を遵守しなけれ

ばならない。 

 

（個人情報の保護） 

第 10 条 乙または本業務に従事する者（乙から業務委託を受けて本業務に従事する者を

含む。）は、本業務の実施に伴う個人情報の取り扱いについては、別記１「個人情報取

扱特記事項」を守らなければならない。指定期間の開始日以前、又は指定期間が満了若

しくは指定を取り消し後においても同様とする。 

 

（秘密の保持） 

第 11 条 乙または本業務に従事する者（乙から業務委託を受けて本業務に従事する者を

含む。）は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開され

ていない事項を外部へ漏らし、または本業務以外の目的に使用してはならない。指定期

間の開始日以前、又は指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同

様とする。 

 

（帳簿等の備え付け） 

第 12 条 乙は、次の各号に掲げる帳簿等を作成のうえ備え置くとともに、甲から要求が

あったときは閲覧等に応じなければならない。 

（１）金銭出納簿 

（２）備品台帳（本業務の実施に伴い指定期間中に乙が購入した備品（長期間継続

して使用保存することができる物品のうち、取得価格が 10 万円以上のものを

いう。以下同じ。）は必ず記帳する。） 

（３）その他本業務を実施するにあたり必要となる帳簿等 

 

（文書管理） 

第 13 条  乙は、指定管理期間中は本業務を行うに当たり作成し又は取得した文書等を適

正に管理、保存すること。 

 

（環境配慮） 
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第 14 条  乙は、本業務の実施にあたっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出

抑制に努めるとともに、廃棄物の排出抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努

めなければならない。また、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達（グリーン調達）

に努めなければならない。 

 

（会計年度及び経理区分） 

第 15 条 乙は、経理を会計年度（４月１日から翌年３月３１日までとする。）ごとに区

分することとし、県が支払う委託料の支払時期は、原則として四半期毎の前金払いとす

ることとする。 

２ 乙は、指定管理業務に係る会計を、法人等の他の事業の会計とは区分して経理するこ

ととする。 

３ 乙は、金融機関に専用の口座を開設し、経理及び収入は当該口座を経由して行うこと

とする。 

 

（利用促進のための広報の実施） 

第 16 条  乙は、施設の利用促進を図るため、積極的かつ効果的な広報を実施しなければ

ならない。 

２ 乙が作成した施設のホームページは、甲のホームページからリンクさせることとす

る。 

 

（指定管理者管理状況調査（入居者満足度調査）の実施） 

第 17 条  乙は、入居者ニーズを把握するとともにサービスの向上についての情報を得る

ため、甲の指示に基づき、入居者満足度調査を実施し、その結果を甲に報告しなければ

ならない。 

２ 乙は、前項の調査結果を以後の本業務の運営改善に活用するよう努めなければならな

い。 

 

（運営目標の設定） 

第 18 条 乙は、甲と協議のうえ、毎年度施設の管理運営上の目標を定め、第 25 条に規定

する業務計画書に記載しなければならない。 

 

（運営評価の実施） 

第 19 条 乙は、毎年度終了後施設の管理運営上の目標の達成度合い等を検証のうえ、自

主的に運営評価を実施し、その結果を第 26 条に規定する事業実績報告書に記載しなけ

ればならない。 

 

（管理責任者） 

第 20 条 乙は、本業務の実施にあたり、管理責任者を定め、第 25 条に規定する業務計画

書に記載しなければならない。 

２ 乙は、前項の管理責任者を変更しようとするときは、変更の１０日前までに甲に報告



 5 

しなければならない。 

 

（連絡体制） 

第 21 条 乙は甲と協議のうえ、甲と乙の間の連絡体制を定め、第 25 条に規定する業務計

画書に記載しなければならない。 

２ 甲及び乙は、前項の連絡体制を変更する場合は、甲乙互いにその都度報告するもの 

 とする。 

 

（緊急時の対応） 

第 22 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、

又はその恐れが生じた場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係

者に対して緊急事態の内容その他必要な事項を通報しなければならない。 

２ 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

 

（開業準備等） 

第 23 条 乙は、円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるよう、指定期間の開始日に

先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行うとともに、

甲又は前指定管理者からの引継ぎ等を受けて準備を行わなければならない。 

２ 前項に要する費用は、乙の負担によることとする。 

３ 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視

察を申し出ることができるものとする。  

４ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出

に応じなければならない。 

 

（業務の一部の第三者への委託） 

第 24 条 乙が本業務の一部を第三者に委託した場合は、乙は委託する業務の内容及び委

託の相手方を甲に報告しなければならない。 

２ 乙が本業務の一部を第三者に委託する場合は、すべて乙の責任及び費用において行う

ものとし、本業務に関して当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加

費用については、すべて乙が負担するものとする。 

 

第４章 業務実施に係る乙の報告事項等 

 

（業務計画書） 

第 25 条 乙は、各事業年度開始の１ヶ月前までに、事業計画書で提示された内容に基づ

き、甲と協議のうえ次の各号に示す事項を記載した業務計画書（別紙１・２による）を

作成し、甲に提出しなければならない。 

（１）本業務の年間実施計画に関する事項 

（２）収支計画に関する事項 

（３）運営目標に関する事項 
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（４）提案事業に関する事項 

（５）その他甲が指示する事項 

 

（事業実績報告書） 

第 26 条 乙は、各事業年度終了後、次の各号に示す事項を記載した事業実績報告書（別

紙３による）を作成のうえ５月末日までに甲に提出し、甲の確認を得なければならない。 

（１）本業務の実施状況に関する事項 

（２）収入の実績及び管理経費等の収支状況等に関する事項 

（３）運営目標の達成度に関する事項 

（４）提案事業の実施状況に関する事項 

（５）その他甲が指示する事項 

２ 乙は、甲が求めた場合、前項の事業実績報告書のうち（３）運営目標の達成度に関す

る事項及び（４）提案事業の実施状況に関する事項について、１月末日までに中間報告

として甲に提出し、甲の確認を得なければならない。 

 

（定期業務報告書） 

第 27 条 乙は、次の各号に示す事項を記載した定期業務報告書（別紙４による）を７・

１０・１・４月末日までに甲に提出しなければならない。 

（１）家賃等徴収状況に関する事項 

（２）各種修繕工事及び保守管理実施状況に関する事項 

（３）苦情・トラブル等の内容・駐車場巡回業務等の対応状況に関する事項 

（４）その他甲が指示する事項 

 

（決算書類の提出） 

第 28 条 乙は、自社の確定決算終了後１ヶ月以内に決算書類（貸借対照表及び損益計算

書）を甲に提出しなければならない。 

 

（資料等の提出要求への対応） 

第 29 条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１０項の規定に基づ

き報告を求める場合のほか、甲が必要があると認め資料等の提出を求めた場合は、合理

的な理由がある場合を除いて乙はこれに応じなければならない。 

 

（業務実施状況の確認と改善指示） 

第 30 条 甲は、事業実績報告書による確認のほか、甲と乙による定例会議を毎月、連絡

会議を３ヶ月毎に開催し、業務の履行状況の確認、目標に対する評価・分析、情報交換、

乙の意見、提案の協議等を行うものとする。 

２ 甲は、第１項のほか、乙による業務実施状況を確認することを目的として、随時、施

設へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る

管理経費等の収支状況等について随時説明を求めることができる。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出
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に応じなければならない。 

４ 第 25 条、本条第１項又は第２項による確認の結果、乙による業務実施が業務仕様書

等に示した実施条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善等を指示する

ものとする。 

５ 乙は、前項の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

 

（評価の実施） 

第 31 条 甲は、乙が行う本業務の実施について、奈良県公の施設指定管理者運営評価委

員会による評価を実施するものとし、その結果を公表する。 

2  甲は、前項の評価の結果、必要と認める場合には、乙に対して業務の改善等を指示す

るものとする。 

3  乙は、前項の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

 

第５章 委託料 

（委託料の支払い） 

第 32 条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して次の委託料を支払う。 

  指定期間中の委託料の総額（消費税及び地方消費税を含む） 

              ３,１２４,５３５千円（消費税及び地方消費税を含む） 

なお、当該委託料の年度ごとの割振り額及び各経費の内訳については、事業計画

書で提示された額に基づく別添指定管理５年間の年度別収支計画による。 

２ 甲が乙に対して支払う各年度ごとの委託料の額及び内訳を毎年度、予算成立後、甲が    

乙に通知する。 

３ 甲は、前項の委託料を次の四半期に分割して支払うものとし、各期の支払額は、前項

の通知とあわせて通知する。 

（１）第１期（４月～６月） 

（２）第２期（７月～９月） 

（３）第３期（１０月～１２月） 

（４）第４期（１月～３月） 

４ 乙は、四半期毎の最初の月の１０日までに、当該期の委託料の支払いに関する請求書

を甲に送付するものとする。甲は、当該請求書を受領してから２０日以内に乙に対して

当該期の委託料を支払うものとする。 

５ 人件費、事務費、保守管理費、建築基準法第１２条点検経費は、指定管理期間中は各   

年度で精算し、業務仕様書に基づく業務を十分かつ適切に実施したと県が認める場合

（別紙５による）は、余剰金が生じても精算による返還は求めない。 

なお、保守管理業務は、業務仕様書に基づき、指定管理期間内の各年度に義務付けら

れている箇所・数量について、各義務年度内に完了すること。 

７ 負担金は、指定管理期間中は各年度で精算し、余剰金が生じた場合は返還すること。 

８ 維持修繕費（退去住宅修繕費、その他修繕費）は、指定管理期間中は各年度末で精算

し、余剰金が生じた場合は返還すること。 

９ 奈良県営住宅等の各年度の３月末までの家賃、駐車場使用料及び水道使用料につい
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て、乙の収納による収納率（３月末の金融機関の最終営業日から５営業日までの収納分

が対象。前年度との重複分は除く。）（以下、この項において「実績収納率」という。）

が、基準収納率（９６．６％）に基準変動率（０．３％）を加えた率を上回った場合は、

その上回った額の１０％（千円未満を切り捨て）の額を特別配当金として、翌年度の委

託料に加算して支給する。 

  また、同様に実績収納率が、基準収納率から基準変動率を減じた率を下回った場合は、

その下回った額の１０％（千円未満を切り捨て）の額を納付金として、翌年度の委託料

から減額する。 

  ただし、指定期間の最終年度は、９月末までの家賃及び駐車場使用料の収納率（９月

末の金融機関の最終営業日から５営業日までの収納分が対象）を実績収納率とし、特別

配当金及び納付金の算定及び委託料の増額又は減額については、当該年度中に行うもの

とし、第四四半期の支払いで調整を行う。 

  なお、実績収納率の算定に当たっては、指定管理開始前に退去した退去者の家賃、駐

車場使用料及び水道使用料の滞納分及び、指定管理開始後に生じた退去者の退去日の次

年度以降における過年度調定に係る家賃、駐車場使用料及び水道使用料の滞納分は含め

ないこととする。 

 

（委託料の変更） 

第 33 条 甲または乙は、指定期間中に災害等不測の事態の発生により前条第１項の委託

料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を申し出ることがで

きるものとする。 

２ 甲または乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否や変更すべき金額等については、前項の協議により決定のうえ、必要な措

置を講じるものとする。 

 

第６章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償義務） 

第 34 条  乙は、第 32 条第 1 項及び第 33 条に基づく委託料において、故意若しくは過失

により施設を損傷若しくは、滅失または業務仕様書に基づく所定の期間内の点検、設備

の入替等を怠ったときは、乙の負担により原状回復または損害を賠償しなければならな

い。また、甲に別に損害が生じた場合もその損害を賠償しなければならない。 

 

（第三者への賠償） 

第 35 条 本業務の実施において、第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しな

ければならない。ただし、その損害が乙の責めに帰すことができない事由による場合は、

その限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した

場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することが

できるものとする。 
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（不可抗力等発生時の対応） 

第 36 条 不可抗力（自然災害、暴動・テロ等の人災、第三者による不法行為その他甲及

び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。）が発生した場合、又は、発生するおそ

れがある場合は、乙は、不可抗力の影響を早期に除去するための対応措置その他必要な

対応措置をとるとともに、不可抗力により発生する損害及び増加費用を最小限にするよ

う努力しなければならない。 

２ 法令改廃により、対応措置が必要となった場合、乙は、速やかに必要な対応措置をと

らなければならない。 

 

（不可抗力等によって発生した費用等の負担） 

第 37 条 不可抗力等の発生に起因して甲、乙又は第三者に損害や増加費用が発生した場

合、甲と乙は協議を行い、不可抗力等の判定や費用負担等を決定するものとする。 

 

（不可抗力等による一部の業務実施の免除） 

第 38 条 前条に定める協議の結果、不可抗力等の発生により本業務の一部の実施ができ

なくなったと認められた場合、乙は不可抗力等により影響を受ける限度において本協定

に定める義務を免れるものとする。 

２ 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙

がこれにより免れた業務に係る費用の額を委託料から減額することができるものとす

る。 

 

第７章 指定期間の終了 

 

（業務の引継ぎ等） 

第 39 条  乙は、本協定の指定期間の終了に際して、甲又は甲が指定する次期の指定管理

者に対し、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるよう、業務に

必要なデータ等を遅滞なく提供し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。 

２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の指定期間の終了に先立ち、乙に対して甲又は

甲が指定する次期の指定管理者による管理施設の視察を申し出ることができるものと

する。 

３ 乙は、前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じ

なければならない。 

４ 第 13 条の規定にかかわらず、乙は、指定期間が満了し、又は指定を取り消された後

においては、本業務を行うに当たり作成し又は取得した文書等を直ちに甲又は甲が指定

する次期の指定管理者に引き継ぐものとする。 

 

（原状回復義務） 

第 40 条 乙は、本協定の指定期間の終了までに、指定期間の開始日を基準として指定管

理に係る施設を原状に回復し、甲又は甲が指定する次期の指定管理者にこれを引き渡さ
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なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は施設等の原状回復は行わずに、

別途甲が定める状態で甲又は甲が指定する次期の指定管理者に施設等を引き渡すこと

ができるものとする。 

 

（備品の引き継ぎ） 

第 41 条 本協定の指定期間の終了に際し、乙は、甲または甲が指定する次期の指定管理

者に対して備品を引き継がなければならない。 

 

第８章 指定期間終了日前の指定の取消し 

 

（本業務の継続が困難になった場合等の報告） 

第 42 条 乙は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を 

 甲に報告し、警察に対し必要な届出を行わなければならない。 

（１）本業務の継続が困難になったとき又はそのおそれが生じたとき 

 （２）募集要項において定めた下記の欠格条項のいずれかに該当することとなったとき 

   （乙がグループの場合は、乙を構成するもののいずれかが該当することとなった場         

合を含む。） 

ア  奈良県議会の議員、知事、副知事並びに地方自治法第１８０条の５第１項及び

第２項に規定する委員会の委員又は委員が無限責任社員、取締役、執行役若しく

は監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人(以下「役員等」という。)

であり、主として公の施設の指定管理業務を行う法人。ただし、知事、副知事並

びに同条第１項及び第２項に規定する委員会の委員又は委員が役員等である法

人で地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１２２条に規定するもの(県

が出資しているものに限る。)については、この限りでない。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、本県における一般競争

入札の参加を制限されている法人等 

ウ 奈良県から入札参加停止措置を受けている法人等 

エ 会社更生法、民事再生法又は商法に基づき更生、再生又は会社整理の申立手続

きをしている法人等 

オ 奈良県税（奈良県内に事業所を有しない者にあっては、本店の所在する都道府

県の都道府県税）、法人税、消費税（地方消費税含む。）及び市町村税（奈良県

内の市町村に納税義務の生じたものに限る。）を滞納している法人 

（法人格のない団体にあっては代表者が奈良県税（奈良県に住所を有しない者に

あっては、住所の存する都道府県の都道府県税）、所得税、消費税（地方消費税

含む。）及び市町村税（奈良県内の市町村に納税義務の生じたものに限る。）） 

カ 役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以

上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら２年を経過しない者がいる法人（法人格のない団体にあっては代表者が法律行

為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せら
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れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過し

ない者に該当する団体） 

キ 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の

代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者をいう。以

下同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団

員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。

以下同じ。）である法人等 

ク 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員等が経営に実質的に関与している法人等 

ケ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している法人等 

コ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している

法人等 

サ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している

法人等 

  （３）本協定にかかる業務の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を    

受けたとき 

 

（乙の責めによる指定の取り消し） 

第 43 条 甲は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１０項の規定

により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乙に対して必要な指示を

行い、期間を定めて改善計画の提出及び実施を求めることができるものとする。 

（１）乙が本協定内容を履行せず、又はその他実施条件に違反したとき 

（２）業務に関し不正行為があったとき 

（３）甲に対し虚偽の報告等をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき 

（４）乙の責めに帰すべき事由により、本業務の継続が困難となったとき又はそのおそ

れが生じたとき 

（５）前条第２号アからカに規定する欠格条項のいずれかに該当することとなったとき

（乙がグループの場合は、乙を構成するもののいずれかが該当することとなった場

合を含む。） 

２ 前項の場合において、乙が期間内に改善することができなかったときは、甲は、地方

自治法第２４４条の２第１１項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて

本業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。 

３ 乙が、次の各号のいずれかに該当する場合（乙がグループの場合にあっては、乙を構

成するもののいずれかが該当することとなった場合を含む。）にあっては、甲は、地方

自治法第２４４条の２第１１項の規定により、その指定を取り消すものとする。 

（１）前条第２号キからサまでに規定する欠格条項に該当することとなったとき 

（２）前条第３号の規定による報告又は警察に対する届出をしなかったとき 
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（３）本協定に係る管理業務の一部を第三者に委託するに当たって委託の相手方が前条

第２号キからサまでに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき 

（４）本協定に係る管理業務の一部を第三者に委託するに当たって前条第２号キからサ

までに該当する者をその委託の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除

く。）において甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったと

き 

４ 甲は、前２項に基づいて指定の取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の

停止を行おうとするときは、事前にその旨を乙に通知するとともに、乙に意見陳述の機

会を与えるものとする。ただし、公益上、緊急の必要があり、意見陳述のための手続き

を執ることができないときは、この限りでない。 

５ 第２項及び第３項の規定により指定を取り消し、又は本業務の全部又は一部の停止を

命じた場合において、乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。 

６ 第２項及び第３項の規定により指定を取り消し、又は本業務の全部又は 一部の停止

を命じた場合において、乙が委託料を受領しているときは、乙は、受領済みの委託料の

全部又は一部を甲に返還しなければならない。 

８ 第２項及び第３項の規定により指定を取り消し、又は本業務の全部又は 一部の停止

を命じた場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければな

らない。 

 

（不可抗力による指定の取り消し） 

第 44 条 甲または乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続が困難と判断した場合は、

相手方に対して指定取り消しの協議を要求することができるものとする。 

２ 前項の協議の結果、本業務の継続が困難と判断された場合、甲は指定の取り消しを行

うものとする。 

３ 前項の取り消しによって発生する損害、増加費用の額及びそれらの負担区分は、甲と

乙の協議により決定するものとする。 

 

（指定を取り消した場合の取り扱い） 

第 45 条 第 39 条から第 41 条までの規定は、第 43 条又は第 44 条の規定により指定を取

り消した場合にこれを準用する。 

２ 第 43 条又は第 44 条の規定により指定を取り消した場合、乙は、第 26 条の規定に準

じて指定を取り消された日までの事業実績報告書を作成し、甲が指定する日までに甲に

提出しなければならない。    

 

第９章 その他 

 

（乙による改善等の申出） 

第 46 条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して改善等の実施を申し出ることが

できるものとする。 

（１）甲が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき 
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（２）甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき 

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

 

（監査委員等による監査） 

第 47 条 乙が行う施設管理の業務に係る出納関連の事務が、監査委員、包括外部監査人、

個別外部監査人による監査の対象となった場合は、乙は監査を受けなければならない。 

 

（情報公開） 

第 48 条 乙が甲に提出した文書等は、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良県条例

第３８号）第２条第２項に規定する行政文書として同条例の適用を受けるものとする。 

 

（重要事項の変更の報告） 

第 49 条 乙は、乙の定款、名称、主たる事務所の所在地、代表者に変更があった場合は、

直ちに甲にその旨を報告しなければならない。 

 

（禁止事項） 

第 50 条 乙は、本業務の全てを一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させては

ならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第 51 条 本協定に関する甲乙間の要求、通知、申出、報告、指示及び承認は、本協定に特

別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

 

（グループによる場合）（該当する場合のみ） 

第 52 条  乙を構成する各構成員は、共同連帯して本業務を実施するものとし、本協定

上の債務は構成員が連帯してその債務を負担するものとする。 

2  甲は、本協定に基づく全ての行為を共同体の代表者に対して行うものとし、甲が当

該代表者に対して行った全ての行為は、乙を構成する全ての構成員に対して行ったもの

とみなす。また、乙は甲に対して行う本協定に基づく全ての行為について、当該代表者

を通じて行わなければならない。 

3  甲は、乙の代表者に対して本協定に基づく行為を行うことができない場合は、その

旨を相手方に伝えたうえで、乙を構成する構成員のいずれかに当該行為を行うことがで

きる。この場合においては、甲が乙を構成する構成員のいずれかに当該行為を行ったと

きは、甲は乙に対して当該行為を行ったものとみなす。 

 

（協定の変更） 

第 53 条 本業務に関し、事情の変更により本協定を変更する必要が生じたときは、甲と

乙は協議の上、本協定を変更することができるものとする。 
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（年度協定の締結） 

第 54 条 本協定に定めるほか、指定期間中の各年度の業務実施に関して、特に定める必

要のある事項が生じた場合は、甲と乙は協議のうえ、別途年度協定を締結することがで

きるものとする。 

 

（疑義についての協議） 

第 55 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めの

ない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 

２ 前項の協議が成立しないときは、甲の定めるところによるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保

有する。 

 

 

令和 年 月  日 

 

                        甲  

                        所在地 奈良市登大路町３０番地 

                        名 称  奈良県  

                        代表者  奈良県知事 山下 真     印 

 

                        乙 

                        所在地  

                        名 称   

                        代表者                印 
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別記１ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目

的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならな

い。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報

を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（漏えい、滅失及びき損の防止） 

第５ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防

止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（従事者の監督） 

第６  乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図ら

れるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当

該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性が

あることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者

にその取扱いを委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第９ 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、

甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に

従うものとする。 

（取扱状況についての指示等） 

第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対し

て、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすること

ができる。この場合において、乙は、拒んではならない。 
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（事故発生時における報告） 

第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったとき

は、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

（損害賠償等） 

第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は

第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに

帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 

２ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解

除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 
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別記２ 

特定公契約特約条項 

 

（総則） 

第１条 この特約条項は、この特約条項が添付される協定（以下「本協定」という。）と

一体をなす。 

２ 奈良県及び本協定の受注者は、本協定が奈良県公契約条例（平成 26 年７月奈良県条

例第 11 号。以下「条例」という。）第２条第２号に規定する特定公契約であることに鑑

み、条例、奈良県公契約条例施行規則（平成 26 年 10 月奈良県規則第 33 号。以下「施

行規則」という。）及び奈良県契約規則（昭和 39 年５月奈良県規則第 14 号）の規定を

遵守し、この特約条項に従い、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本協定を

誠実に履行しなければならない。 

３ この特約条項における用語の定義は、条例の定めるところによる。 

 

（関係法令の遵守） 

第２条 受注者は、条例第６条第２号の規定に基づき、本協定の履行について、次に掲げ

る事項その他の法令を遵守しなければならない。 

(1) 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第４条第１項に規定する最低賃金の適用を

受ける労働者に対し、同法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を

受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の

賃金（労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 11 条に規定する賃金をいう。以下同

じ。）の支払を行うこと。 

(2) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による被保険者（同法第３条

第４項に規定する任意継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

(3) 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による被保険者（同条に

規定する 70 歳以上の使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

(4) 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第４条第１項に規定する被保険者について、

同法第７条の規定による届出を行うこと。 

(5) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号）第４条の２第１

項の規定による届出を行うこと。 

 

（特定公契約履行責任者の選任） 

第３条 受注者は、条例第９条及び施行規則第７条の規定に基づき、協定締結後速やかに、

特定公契約履行責任者１人を選任し、特定公契約履行責任者選任届により奈良県に報告

しなければならない。 

２ 受注者は、特定公契約履行責任者を変更したときは、速やかに、特定公契約履行責任

者選任届により奈良県に報告しなければならない。 

３ 受注者は、この特約条項に関する事務を特定公契約履行責任者に行わせるものとす

る。 

 

（特定労働者への明示） 
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第４条 受注者は、条例第 10 条及び施行規則第８条の規定に基づき、次の各号に掲げる

事項を、特定労働者に明示しなければならない。 

(1) 本協定が条例に規定する特定公契約であること。 

(2) 受注者及び下請負者等は、本協定の履行について、第２条各号に掲げる事項の遵守

を約していること。 

(3) 特定労働者は、受注者又は下請負者等が、本協定の履行について、第２条各号に掲

げる事項を遵守していないと考えるときは、奈良県又は受注者若しくは当該下請負者

等に申出をすることができること。 

２ 前項の規定による明示は、前項各号の事項を特定労働者が従事する作業場の見やすい

場所に掲示する方法により行うものとする。ただし、当該事項を記載した書面を特定労

働者に配布し、その受領を確認した書類を作業場に備え付けておく等の方法により行う

こともできる。 

３ 奈良県は、第１項の規定による明示の状況を確認するものとする。 

４ 奈良県及び受注者は、第１項第３号による申出を受けたときは、誠実に対応しなけれ

ばならない。 

５ 奈良県及び受注者は、本協定に係る業務に従事する労働者のうち、特定労働者以外の

ものから、受注者が本協定の履行について第２条各号に掲げる事項を遵守していないと

考える旨の申出を受けたときも、前項と同様に誠実に対応しなければならない。 

６ 受注者は、労働者が第１項第３号又は前項の申出をしたことを理由として、解雇その

他の不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（下請負者等への明示及び指導） 

第５条 受注者は、本協定に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又

は当該業務に他の者が雇用する労働者を従事させようとする場合は、条例第 11 条の規

定に基づき、本協定が条例に規定する特定公契約であることを明らかにした上で、次の

各号に掲げる事項の遵守を約した者を下請負者等としなければならない。 

(1) 下請負者等は、本協定の履行について、第２条各号に掲げる事項を遵守しなければ

ならないこと。 

(2) 下請負者等は、条例第 12 条の規定に基づき、本協定に係る賃金支払状況等につい

て、事業者別賃金支払状況等報告書を作成し、受注者の指定する時期に、受注者に提

出しなければならないこと。 

(3) 下請負者等は、条例第 13 条から第 15 条の規定に基づき、受注者が下請負者等に対

し、条例及びこの特約条項に定める義務について、必要な対応を求めたときは、応じ

なければならないこと。 

(4) 下請負者等は、特定労働者から、下請負者等が本協定の履行について第２条各号に

掲げる事項を遵守していないと考える旨の申出を受けたときは、誠実に対応しなけれ

ばならないこと。 

(5) 下請負者等が、本協定に係る業務の一部を他の者に請け負わせ、若しくは委託し、

又は当該業務に他の者が雇用する労働者を従事させようとする場合は、本協定が条例

に規定する特定公契約であることを明らかにした上で、前各号に掲げる事項の遵守を

約した者を下請負者等としなければならないこと。 
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２ 受注者は、下請負者等に前項の明示を行ったこと及び下請負者等が前項各号の事項を

約した者であることを明らかにするため、下請負者等から、特定公契約誓約書又はその

写しを徴しなければならない。 

３ 受注者は、条例第 11 条第２項の規定に基づき、下請負者等が本協定の履行について

第２条各号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、その遵守がなされるよう、

指導その他必要な措置をとらなければならない。 

 

（賃金支払状況等の報告） 

第６条 受注者は、条例第 12 条及び施行規則第９条の規定に基づき、奈良県が指示する

時期に事業者別賃金支払状況等報告書及び賃金支払状況等報告送付書を作成し、奈良県

に提出しなければならない。 

２ 受注者は、下請負者等の賃金支払状況等について、当該下請負者等から事業者別賃金

支払状況等報告書を提出させ、これを取りまとめて奈良県に提出しなければならない。 

３ 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し事業者別賃金支払状況等報告書の提

出を指示したにもかかわらず、下請負者等が受注者に提出しなかったときは、賃金支払

状況等報告送付書により、その提出を指示した日時及び方法その他必要な事項を奈良県

に報告しなければならない。 

 

（説明等の要求） 

第７条 受注者は、条例第 13 条及び施行規則第 10 条の規定に基づき、奈良県が説明等を

求めたときは、奈良県が指定する期限までに、説明等に係る報告書により説明等を行わ

なければならない。 

２ 前項の規定により説明等を求められた内容が下請負者等に係るものである場合は、受

注者は、当該下請負者等に対し説明等を求め、説明等に係る報告書により奈良県に説明

等を行わなければならない。 

３ 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し説明等を求めたにもかかわらず、下

請負者等が受注者に説明等を行わなかったときは、受注者は、その説明等を指示した日

時及び方法その他必要な事項を、説明等に係る報告書により奈良県に報告しなければな

らない。 

 

（立入調査） 

第８条 奈良県は、条例第 14 条第１項の規定に基づき、受注者及び下請負者等の事業所

又は作業場に立入調査をしようとする場合は、施行規則第 11 条の規定に基づき、受注

者及び当該下請負者に通知しなければならない。 

２ 受注者は、奈良県の職員が前項の立入調査をするときは、その職員の求める物件を提

示し又はその質問に答える等必要な協力をしなければならない。 

３ 受注者は、奈良県の職員が下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をするときは、

立入調査に同行するとともに、当該下請負者等に対して必要な指示をし、立入調査に協

力させなければならない。 

４ 奈良県は、条例第 14 条第１項に規定する場合には、同条の規定により行う立入調査

のほか、県外に所在する受注者及び下請負者等の事業所又は作業場に立入調査をするこ
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とができる。この場合の立入調査の手続は、条例第 14 条、施行規則第 11 条及び前３項

の例による。 

 

（措置報告） 

第９条 奈良県は、条例第 15 条第１項及び施行規則第 12 条第１項の規定に基づき、本協

定の履行について、第２条各号に掲げる事項を遵守していないと認めたときは、受注者

にその内容を通知するものとする。 

２ 受注者は、奈良県から前項による通知を受けたときは、条例第 15 条第２項の規定に

基づき、速やかに必要な措置を講じ、奈良県が指定する期限までに、講じた措置及びそ

の結果を措置報告書により奈良県に報告しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定により通知を受けた内容が下請負者等に係るものであるとき

は、条例第 15 条第３項の規定に基づき、当該下請負者等に対し必要な措置を講じるよ

う求め、講じた措置及びその結果を報告させ、その報告された結果を措置報告書により

奈良県に報告しなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が下請負者等に対し報告を求めたにもかかわらず、下請

負者等が受注者に報告を行わなかったときは、受注者はその報告を求めた日時及び方法

その他必要な事項を、措置報告書により奈良県に報告しなければならない。 

５ 受注者は、第２項による必要な措置を講じる場合は、当該労働者に対し、解雇その他

の不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（文書の保存） 

第 10 条 受注者は、条例及びこの特約条項に基づき作成し又は取得した文書を、本協定

の履行完了後２年間保存しなければならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 11 条 受注者は、条例及びこの特約条項に基づき取得した個人情報を適切に管理しな

ければならない。 

 

（提出書類の様式） 

第 12 条 この特約条項に基づく提出書類の様式は、奈良県が別に指示するところによる。 

 

（その他） 

第 13 条 条例、施行規則、奈良県契約規則、本協定及びこの特約条項に定めのない事項

は、必要に応じて奈良県と受注者が協議して定める。 

 


